
◎区立スポーツ施設開館（場）時間と休館（場）日 （別紙２）

条例 現状 条例 現状

文京総合体育館
午前８時30分から

午後９時30分まで

午前８時30分から

午後10時30分まで

※7月下旬～8月末

（区立小中学校夏休み

期間）は午前7時30分

開館

文京スポーツセンター

午前9時から

午後10時30分まで

※7月下旬～8月末

（区立小中学校夏休み

期間）は午前7時30分

開館

文京江戸川橋体育館
午前9時から

午後9時30分まで

六義公園運動場

午前9時から

午後5時まで

※大会等の実施に伴

い、年70日前後午前8

時30分開場としてい

る場合もあります。

火曜日(当日が国民の

祝日に関する法律(昭

和23年法律第178号)

に定める休日に当たる

ときはその翌日)

後楽公園少年野球場
午前9時から

午後5時まで

月曜日(当日が国民の

祝日に関する法律(昭

和23年法律第178号)

に定める休日に当たる

ときはその翌日)

小石川運動場

午前６時30分から

午後８時30分まで

※12月～３月は午前

８時30分から午後８

時30分まで

午前６時30分から

午後８時30分まで

※12月～３月は午前

８時30分から午後８

時30分まで

竹早テニスコート
午前６時から

午後９時まで

午前８時から

午後９時まで

開館（場）時間 休館（場）日

12月28日から翌年の

１月４日まで

12月29日から翌年の

１月３日まで

12月28日から翌年の

１月４日まで

午前９時から

午後９時30分まで

午前９時から

午後５時まで

12月29日から翌年の

１月３日まで


